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○委員長（紅林由紀子） それでは定刻となりましたので、始めさせていただきたいと思

います。 

皆様、こんにちは。かなり秋らしいさわやかな晴天が続いておりますけれども

お元気でいらっしゃいますでしょうか。ただいまより平成 25年第９回教育委員会

定例会を開会いたします。本日の日程は、お手元に配布のとおりでございます。 

初めに、前回の会議録の署名についてでありますが、既に調整を終わり署名も

得ておりますので御了承ください。 

次に、委員会規則第 19条の規定に基づく、本日の会議録署名委員でありますが、

２番の寺村委員と３番の石川委員でございますのでよろしくお願いいたします。 

続きまして、日程４、教育長の報告をお願いします。 

 

○教育長（木戸義夫） 私からは、８月 22日に発表されました「都立小中高一貫教育校基

本構想検討委員会中間まとめ」についてお話しをさせていただきたいと思います。 

     まず、日本を取り巻く現状として、若者の理工系離れが進む一方、優秀な研究

者や技術者の退職により、将来的に我が国の科学技術における存在感が低下する

ことへの懸念が指摘されており、科学技術分野において次代を担う優れた人材を

育成することが、科学技術立国である我が国の喫緊の課題である。としておりま

す。 

そして、こうした人材を育成するために、公立で全国初となる「都立小中高一

貫教育校」が設置されることとなりました。 

小中一貫教育や中高一貫教育については、公立の学校でも取り組まれておりま

すが、課題も指摘をされているところであります。 

小中一貫教育の課題としては、一例として、中学校から高等学校への進学時に

一貫教育の継続性が断ち切られることがあげられ、中高一貫教育の課題としては

児童が都内広域から入学するため、出身小学校ごとに教育の重点や校風がさまざ

まであることから、中学校入学当初に小学校での学習や学校生活のきまりが一様

でないことなど、それぞれ課題があげられております。 

こうした一方で、小中高一貫教育は義務教育を一貫して受けることができると

いった小中一貫教育のよさと、中学校から高等学校への進学の際に受験がないこ

とから学校生活が連続し、自らの興味関心に応じた学習や活動に集中できるとい

った中高一貫教育のよさの両面をあわせ持っている。としています。 

小中高一貫教育は 12年間にわたる系統的・継続的な指導を可能にし、早期に見

出された児童・生徒の優れた資質や能力を最大限に伸長することができるととも

に、６歳から 18歳までの異年齢集団による活動や一貫した校風、校訓のもとでの

人格形成を可能とするものである。と、小中高一貫教育の意義を強調しています。 

お手元に、設置の基本的考え方や教育理念など、中間まとめの概要をお示しし

ておりますが、３の教育課程の部分では、従来の６・３・３制から、４・４・４

制、小学校１年から４年までを「基礎期」、小学校５年から中学２年までを「拡充

期」、中学３年から高校３年までを「発展期」、と位置づけ、児童生徒の心身の発

達段階を考慮して、４年ごとのまとまりで教育内容を編成することとしています。 

こうした構想をもとに、東京都は平成 29年４月の開校を目指して小学校１年か

ら４年までの課程は、東京都目黒区の旧都立芸術高等学校跡地に。小学校５年以
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降８年間の過程は、武蔵野市にある都立武蔵高等学校・同附属中学校に設置する

こととしており、今後小学校入学者決定の仕組みや、接続期における進学・募集

の仕組み、教職員の体制等を検討し、来年３月に最終意見報告を発表する予定で

あります。 

以上、都立小中高一貫教育校基本構想検討委員会中間まとめについてお話しを

させていただきました。 

なお、教育委員会名義使用承認はお手元に御配布のとおり４件となっておりま

すのであわせてよろしくお願いいたします。 

私のほうからは以上です。 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、ありがとうございました。 

     ただいま教育長の報告が終わりました。ただ今の報告につきまして、質疑並び

に御意見、御感想など何かございますでしょうか。都立小中高一貫教育というこ

とでございますけれどもいかがでしょう。 

     小林委員、お願いします。 

 

○委員（小林和子） 教育課程として４・４制を新たな区切りにするというのは一つの方

法としていいかなと思います。というのは、小学校の低学年と高学年ではあまり

にも体力的にもいろいろな面で、発達段階として差がありすぎるので、同じ学校

の中で、今、それはそれで高学年が低学年の面倒を見るとかいろんな方法があり

ますから、よさもあります。ただ、こういう学校として４・４で区切って、また

高学年と中学の１・２年生と一緒になるというような方法でやっていくのは、こ

ういう理数系を進めていくということで、一つの方法としてこれもいいかなと思

います。 

     ただ、これはもう、その先のことで、新しい学校の新しい教育課程のところで

考えることではありますけれど、理数科を中心にして、それだけできればそれで

よしというのではなくて、そういう勉強だけできて、特に理数科の勉強だけでき

て、もうほかのことは構わないというか、重きを置かないで、すごく頭でっかち

の子供とか将来そういう大人にはなってほしくないなと。やっぱり理数科もでき

るけれども人の温かさとか文学とかいろんな芸術とかそういう面にも理解を示し、

関心を持ったりして幅広い人間になって成長してほしいなって、そういう学校も

目指してほしいなと思うんです。 

     というのは、そういう理数系に秀でた子供たちが、将来もし世界に、目的が世

界の中で伍していける人間を育成するということですからそういうことでいいん

でしょうけれども、そういう外国の人たちといろいろやっていく中では、やはり

日本の文化とか歴史とかそういうこともいろいろ当然話題になってくるときに、

やはりそういうことも理解して学んでいく、そういうような全人教育というんで

すかね、そういうような学校であってほしいなというこれはあくまで感想という

か希望ですけど、思います。 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、ありがとうございました。 

     そういった理数系重視というのはそれ以外を特に軽んじるという、そういうわ
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けではないですね。まだこの段階ではまだ何もわからないと思うんですけれども。 

 

○委員（小林和子） はい、あくまでそういう希望で、感想です。 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、ありがとうございました。 

     この、４・４・４制ということは、12年間になるわけなんですけれども、その

12年間、よく私学でもそういう６年制、３年制、３年制ってずっと連続していく

ような私学がありますけれども、途中で例えば中学校で、また新たにほかの外部

から生徒が入ってきたり、高校の時にまた新たに受け入れたりというようなとこ

ろが多いんじゃないかなと思うんですけれども、この一貫教育というのはその辺

はどういうふうになるんですかね。最初に入った人がずっと固定したメンバーで

ずっといくというイメージなんですかね。その辺はまだわからない。 

 

○教育長（木戸義夫） その辺については課題になっているところです。人間関係が固定

化されてしまうんじゃないかということで、中間で例えば入れかえというのもあ

るのか。例えば入ったはいいけれども、理数系に適さなかったという子はどうし

たらいいのか、それは振り落とすのか、それにもっと興味関心を持っている子に

入れかえるのか、そこいらを今後議論するというような話は聞いておりますね。 

４・４・４制については、その検討委員の中で脳医学というんですか、脳の発

達状況を非常に研究している人がいて、今の子供たちの状況を見ると発達段階に

そって、１年から４年までを基礎期、５年から中学２年までを拡充期、そしてそ

の残りを発展期、このようなカリキュラムを組んでいけばいいのではないかとい

うことが言われまして、それがこの検討委員会で取り入れられたとそんなような

ことですね。 

 

○委員長（紅林由紀子） なるほど。はい、わかりました。小林委員が先ほどおっしゃい

ましたけれども、やっぱり最初の小１から小４までと５、６年生とはかなり発達

段階で差があるということが、脳医学等も。 

 

○教育長（木戸義夫） それとあともう一つは、理数だけできればいいということだけで

はもちろんないということで、ただ、我が国が目指す国の方向としては科学技術

立国を目指そうと、資源も何もない中ではやっぱりイノベーション、技術革新を

担えるような子供を育てていかなくてはならないということで、特に理数を中心

に世界で伍して活躍できる人材を育成していこうということです。言ってみれば

英才教育ですよね。今までになかった教育であるということで、もちろん国際人

としてのベースは、日本の国の歴史や文化を尊重しながら日本人としての自覚、

誇り、こういうものをベースとして文化をしっかりと身につけて、この上に立っ

て国際感覚をつけていこうということであると思いますね。 

 

○委員（石川隆俊） これは都の、都立ですけども一つの実験的な試みだと思いますが、

私立でもそういうのもありますね。あと、国立では教育大学、あれなんかはやっ

ぱり小学校から入って上がっていくわけですよね。私立だっていくつか、学習院
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なんかも下から上がっていく、慶応だってあるし、そういうのがないわけじゃな

いですよね。 

     だけど一番の問題は、誰でも教育というのは新しいのは怖いから、どれぐらい

の児童・生徒が入ってくるのかというのは大きな問題ですよね。やっぱりかけな

きゃならないでしょ、やっぱり途中からでもいいんでしょうけれども、とにかく

入学するにはかなり度胸がいるし、どれぐらいのレベルが入ってくるか。サイズ

だけでもやっぱりもともとは、これは都立芸術高校ですから駒場ですよね、あそ

こにあって、高校だから多分 300人ぐらいのサイズがあったと思いますけれども、

初めから 300人で取るのか、さっきの話ですけけど、それとも初めは少なくして

おいて、多くのさっき言った私立、国立はみんなそうだけれども少人数でとって

おいてだんだん人数が増えていく。でもおそらくこういう意味ですよね。 

     でも教育というのは一種の実験はいいんじゃないですかね、はっきり言って。 

 

○委員長（紅林由紀子） そうですね。あくまでもモデルケースとしてやってみる。例え

ば先ほどの４・４・４という区切りが本当にそれで子供たちがとても具合よくと

いうか適して勉強できるというのがうまくいけばいいのかなという気はしますよ

ね。例えば５年生、６年生になってきて、前回も言いましたけれども例えば理科

とか社会とか、割と専門的な分野の勉強になってきたときに、やっぱり今の中学

校の先生のように専門的に教えてくださる先生が教えたほうがもしかしていいと

いう部分もあるのかなというような気はしますね。 

それと、私自身中高一貫の私立に行っておりましたので、先ほど教育長のお話

にもありましたけれども、途中で受験という区切りがない中高の６年間を過ごし

たことは、学力の面でどうだったのかちょっとかなり謎ですけれども、やっぱり

自分の好きな分野を伸ばす時間というか、それに費やす時間は結構あったなと。

私、弟も中高６年間行っているんですけれども、弟に今聞いても、やっぱりあの

６年間はとても大事だったというふうにも言っていますので、３・３で短く切る

のではなくこういうような時間ができるということはもしかしたらいいようにも

働くのかもしれないなというような気はいたしました。 

ですが、先ほどずっと 300人取ってずっとその 300人なのかというようなこと

はこれから議論されるようですけれども、やっぱりいろいろな所から来ることに

すごく大きな意味があるんじゃないかなという気は感想としてあります。先ほど

課題として、中高一貫校の場合、中学入学時にいろいろな所から来る人のレベル

の差とかそういった難しさがあるというようなことは課題にあがっているようで

すけれども、そういった違うところから来る人と一緒にやるということにとても

意味があるのかなという気もしますので、その辺はもっと議論していただきたい

ものだなと感じました。 

     寺村委員、何かございますか。 

 

○委員（寺村豊通） この、４・４・４制というのは多分、日本がやろうという前にどこ

かしら国とか何とかそういった教育者の集まりや何かでも議論も多分あったと思

うんですけれども、そういったような形で実際にやられているような国だとかそ

ういったのはないんですか。 
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○委員長（紅林由紀子） 例えば、品川の小中一貫校ですけれども、小学校４年までとそ

の上みたいな感じで区切っているみたいな説明を視察に行ったときに受けたんで

すけれども、その辺なんかはどうなんですかね。 

 

○統括指導主事（稲冨泰輝） この小中高一貫のところと関連をさせるとしたら、今の学

習指導要領の考え方が４年・４年・４年の考え方に徐々になってきております。

私が専門としてやっております体育も小学校４年生まで、で、小５、小６、中１、

中２、で中３から高３までの区切りになっています。例えば中３から高３のとこ

ろは、今一つの種目を重点的に取り組もうというふうになっています。逆に小学

校１年生から４年生とかはいろいろな動きをして運動感覚を養おうというふうに

なっていますので、学習指導要領も４・４・４の流れになってきているという情

報はございます。 

 

○委員長（紅林由紀子） ありがとうございました。 

 

○委員（寺村豊通） 実際に学校なんかに行ってみても、１年生から４年生と、５、６年

以降と、やっぱり中３、高１以降は体格も違いますしね、理解の仕方やなんかも

違いますよね。だからやっぱり脳の発達って言われてみると、確かにうまいこと

考えてあるのかなと思いますけれども。 

ただ、実際にどこかの国でやって効果が上がっているとか云々といえば、また

導入しやすいのかなと思いますけれども、ちょっとその辺がどうなのかなと思い

ました。 

 

○委員長（紅林由紀子） そうですね、そういう意味では全国初で、都でこれをやってみ

るということになるわけで。 

これはもう大体決まりなんですか。 

 

○教育長（木戸義夫） やることは決まりなんです。もう知事はそういう方針になってい

ますからね。 

 

○委員長（紅林由紀子） そうですか。じゃあまたその結果というか、その状況をまた御

報告いただければと思います。それがすぐ昭島でできるとかそういう問題ではな

いと思いますけれども、いろいろ参考となることはあるのかもしれないですね。 

     それでは、またこの件につきましては何かございましたら御報告いただければ

と思います。 

それではよろしいでしょうか。それでは以上で教育長の報告を終わります。 

     続きまして日程５、議事に移ります。 

     議案第 30 号 昭島市公民館条例施行規則の一部を改正する規則について提案

をお願いします。 

 

○市民会館・公民館長（辻 みえ子） 議案第 30号、昭島市公民館条例施行規則の一部を

改正する規則について御説明申し上げます。 



 - 6 - 

     公民館の舞台音響、照明設備などの付属設備につきましては昭島市公民館条例

施行規則の別表に規定しております。 

     付属設備につきまして、機器の買い換え等による変更が生じましたので規則別

表の改正について提案させていただきます。 

     恐れ入りますが、６ページの新旧対照表を御覧いただきたいと存じます。右側

が現行の表で左側が新しい表でございますが、小ホール設備の項、下線の部分が

今回の改正部分でございます。 

     これまでにあったミニディスク、ＭＤレコーダーになります。こちらは故障し

ていたものの、部品等が現在製造されていないため修理ができず、またＭＤ自体

の需要もここ数年ないため廃棄することといたしました。そのかわりとして、小

ホールに需要のあるコンパクトディスクレコーダーを１台購入いたしました。 

     また、公民館開館当初からあります、小型固定式映写装置、16ミリの映写装置

になります、につきましては故障した際に修理はできたものの、メーカー側から

万全であるとの保証はできないとのことですので、貸し出しに対応できる状態で

はないため今回別表から外させていただくものです。 

     恐れ入りますが、２ページにお戻りいただきたいと思います。 

     また、昭島市公民館小ホール等付属設備等利用申請書第３号様式でございます

が、これまでの様式は付属設備の機材を全て記載するような形をとっておりまし

たが、それですと器材の買い換えや廃棄の都度、申請書の様式も改正しなければ

ならないため、付属設備等の名称欄を白紙として、利用に応じてその都度記載す

るような様式に変更するものでございます。 

なお、４ページ、６号様式は、３号様式の承認書という形で複写で使っており

ますので内容としては同様の変更となっております。 

     なお、この改正につきましては 10月１日から施行を予定しております。御審議

のほどよろしくお願いいたします。 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、ありがとうございました。 

     ただ今の件につきまして質疑、御意見、御要望などございますでしょうか。公

民館条例の施行規則一部改正の規則ということで、主に付属設備の変更に伴うも

のであるということでございますが、何かございますか。 

     よろしいですか。 

     それでは質問などないようですのでお諮りしたいと思います。本件につきまし

ては、原案のとおり決することに御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、御異議なしと認め、議案第 30号は原案どおりに決しまし

た。ではよろしくお願いいたします。 

     それでは、議案の審議は終わりました。 

続きまして、協議事項に移ります。 

協議事項１ 昭島市民会館条例施行規則の一部を改正する規則について説明を

お願いします。 
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○市民会館・公民館長（辻 みえ子） それでは、昭島市民会館条例施行規則の一部を改

正する規則について御説明申し上げます。 

     市民会館の楽屋、練習室、舞台音響、照明設備などの付属設備につきましては、

昭島市民会館条例施行規則の別表に規定しております。今回の大規模改修工事に

おいて、付属設備について変更が生じましたので規則別表の改正について提案さ

せていただきます。 

     恐れ入りますが、新旧対照表を御覧いただきたいと存じます。右側が現行の表

で左側が新しい表でございますが、下線の部分が今回の改正部分でございます。 

     まず、今回の工事で、浴室につきましてはシャワー室に変更いたしました。 

     次に、映写設備でございますが、平成 22年度に 35ミリの映写装置を経年劣化

により廃棄いたしましたが、需要のある映写装置として、今回ブルーレイ、ＤＶ

Ｄプレーヤーとともに、ホール設置型のプロジェクターを購入いたしました。こ

のホール設置型のプロジェクターの購入に伴い、これまであったプロジェクター

の記載に「移動式」と文言を追加いたしました。 

     以上、よろしく御協議いただきますようお願いいたします。 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、ありがとうございました。 

     本件に対する質疑、御意見、御要望などございますでしょうか。 

     一つすみません、教えていただきたいんですけれども、先ほどの公民館の付属

設備についての件が議案で、今回のものが協議事項というふうな差があるのはな

ぜですか。 

 

○市民会館・公民館長（辻 みえ子） 昭島市の公民館条例施行規則につきましては、教

育委員会規則となっておりまして議案として提出させていただきました。市民会

館につきましては、市長が承認するということになっておりますので協議事項と

させていただきました。 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、わかりました。教えていただいてありがとうございまし

た。 

     ということでございます。この件につきまして何かございますでしょうか。 

こちらも付属設備の変更ということで特にはよろしいですか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○委員長（紅林由紀子） 協議事項ということになっておりますけれども、ちょっと協議

することもなく、このとおりで結構だと思いますのでどうぞよろしくお願いいた

します。 

それでは続きまして、報告事項に入らせていただきます。 

     報告事項１ 平成 25年第３回昭島市議会定例会一般質問〈教育委員会関係〉に

ついて説明をお願いします。 

 

○学校教育部長（丹羽 孝） 平成 25年第３回昭島市議会定例会一般質問〈教育委員会関

係〉について御報告いたします。 
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     平成 25年第３回市議会定例会は９月３日から本会議が始まり、本会議で教育委

員会関係の一般質問がございましたので概略を御報告申し上げます。 

     今回、学校教育については６人の議員の方から。生涯学習については４人の議

員の方から御質問をいただきました。学校教育については私のほうから、生涯学

習については片岡社会教育課長より御説明をいたします。 

     それでは資料１の４ページをお開きください。 

     自由民主党昭島市議団の杉本英二議員より、少子化対策、家族、家庭の価値を

強化する取り組みについてのうち、道徳教育の取り組みについて御質問があり、

本市においては、小学校低学年では、家族の一員であることを自覚し、家族を愛

する心について、高学年では、父母祖父母を敬愛し、家族の幸せを求めて進んで

役に立つことをすることについて指導を行っていること、そして今後も年間指導

計画に基づき、家族、家庭の価値について考えられる場面を学校教育の場で設定

してまいりますと御答弁をいたしました。 

     次に、５ページの公明党昭島市議団の稲垣米子議員より、教育の諸課題につい

て３点御質問があり、がん教育の教科については、厚生労働省が昨年定めた「が

ん対策推進基本計画」を受け、文部科学省では平成 26年度から先進的な授業や教

員研修を実施するなど、具体的な教育内容や指導体制を議論し、平成 27年度から

使用する教科書の見直しを行っていくとのこと、本市でもこの動向を注視しなが

らがん教育の強化を図ってまいりますと御答弁し、小学校の英語教育については

本市の現状を説明し、今後も国や都の動向をふまえて英語教育の充実に取り組ん

でまいること、タブレット端末導入については、児童生徒の学習意欲の向上を図

る事例の収集や先進的な取組を研究するとともに、国や都のモデル事業へ応募す

るなどその導入について検討してまいりますとそれぞれ御答弁いたしました。 

     次に、７ページのみらいネットワークの内山真吾議員より、部活動における体

罰に頼らない新しいスポーツ指導のあり方についてと、学校の統廃合時をとらえ

てコミュニティ・スクールを導入することについて御質問があり、教育長よりコ

ミュニティ・スクールを導入については、全校に設置してある学校評議委員会を

さらに活性化し、学校運営の改善を図ってまいりたいと考えていることを。私か

らは、学校における実態体罰調査の結果について、本市では体罰が起こっていな

いこと、また新しい時代にふさわしい部活動指導やコーチングの確率に向けてに

ついては、本来求められているスポーツ指導者のあり方について及び生徒が自ら

のスポーツ競技における目標を持ち、そして、コーチングの考えを取り入れ、自

らその目標にあった練習を選択できる能力も伸ばしていくよう取り組みを行って

まいりますと御答弁いたしました。 

なお、教育長からの答弁にありましたコミュニティ・スクールの件でございま

すが、今後も学校評議員会をさらに活性化すると御答弁をしたところでございま

すが、ちょうど教育委員の方の御意見も伺えればと思いますのでよろしくお願い

いたします。 

     次に、10ページのみらいネットワークの大嶽貴恵議員より、教育と福祉が具体

的な連携したライフステージに応じた切れ目のない発達支援施策を進めようにつ

いてと、地域住民意向を反映する教育委員会制度にしようとの御質問があり、市

長より、中央教育審議会の教育委員会制度の改革についての昭島市の考え方を。
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私から、地域住民の意向を反映した教育委員会について、現状の本市の教育委員

会が行っていることを御答弁いたしました。また、教育と福祉が具体的に連携し

たライフステージに応じた切れ目のない発達支援施策を進めようについてのうち、

教育の中での発達支援施策についてでは、本年から始まった特別支援教育推進計

画の実施状況の課題について、また特別支援教育に対する全教員のスキルアップ

について、また、特別支援教育推進計画の進捗状況のチェック、公表、市民等か

らの意見を募る体制の構築などについてそれぞれ御答弁いたしました。 

     次に 14 ページの自由クラブの南雲隆志議員より教育施策推進について御質問

があり、教育長より本市の基本的な考え方を。私からは、学力の定着の取り組み

について、昭島市立学校教育推進計画を策定し、各校が学力向上の目標達成に向

けて、それぞれの実情にあった教育活動を進めていること、問題行動、いじめ、

不登校の対応と取り組みについては、まず、問題行動については、児童生徒に寄

り添い、子供たちを取り巻く環境を理解し、ともに考えていくこと。不登校につ

いては、スクールカウンセラーや適応指導教室、教育相談室の充実、家庭と学校

の連携支援員の全校配置などを通して、今後も不登校の減少に向けて積極的に取

り組んでまいること。いじめについては、いじめは人権問題であり絶対許さない

ということを全教員が共通認識し、いじめの早期発見、即時解決を図っていくこ

とを、障害のある幼児、児童、生徒への支援については、障害のある幼児、児童、

生徒一人ひとりに適時適切な支援をするため、教育と福祉、医療、保健、労働等

の関係機関との連携を一層強化し、保護者や地域の啓発を図りながら総合的な支

援体制を構築するなど、昭島市特別支援教育推進計画の着実な実施に努めており

ますことを。理科教育の取り組みについては、今後も各校における観察、実験等

の探求的な学習を支援するとともに、教員研修を充実させ、教員の指導力を向上

図るなど、理科教育を充実していくことをそれぞれ御答弁いたしました。 

     最後に、21ページの公明党昭島市議団の渡辺純也議員より、いじめ問題解決に

ついて御質問があり、教育長より、いじめ防止対策推進法の制定を受けて、本市

において、いじめ防止基本方針を定めるとともに、各学校におけるいじめ防止基

本方針の策定に協力すること、そして地域社会が総がかりでいじめ根絶に取り組

める体制づくりや、協力や情報共有の仕組みづくりとして、いじめ問題対策連絡

協議会を早期に設置できるよう関係機関、関係団体などと調整を行ってまいりた

いと考えていること。私からは、いじめ根絶のために現状市が取り組んでいるこ

と、及びいじめを早期発見、気づいてあげるための対策について御答弁いたしま

した。 

     私からは以上です。 

 

○社会教育課長（片岡国幹） 生涯学習部の一般質問について御報告いたします。 

     13ページを御覧ください。公明党昭島市議団の赤沼泰雄議員からは、音楽祭の

開催について御質問をいただきました。御質問の内容は、魅力ある昭島づくりの

ため、年齢やジャンルを限定しない音楽祭を開催しては、との御質問でした。現

在、青少年フェスティバルなどの事業で市民による音楽に関するプログラムを実

施しているほか、民間においても活発に開催されており、今後組織を横断的に調

整し、コーディネートしていく体制の整備を図るなど、文化芸術によるまちづく
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りについて検討していくと御答弁申し上げました。 

     次に、14 ページから 18 ページになりますが、自由クラブの南雲隆志議員から

生涯教育について３点御質問をいただきました。１点目は、家庭と地域の教育力

の向上のため、地域等と連携してはどうか、との御質問でした。昭島市教育振興

基本計画では、家庭は教育の原点であり、また、学校、家庭、地域が連携、協力

し、地域ぐるみの教育を推進するとしており、この施策の推進には、教育、子育

てを担当する各課がさまざまな施策を実施しており、今後とも家庭と地域の連携

による教育力の向上に努めていくと御答弁申し上げました。２点目は、公民館小

ホールでピアノ教室等の発表ができないかとの御質問でした。公民館は社会教育

法に基づき設置された施設であり、公民館が特定の営利事業に対して利益を与え

ることを禁止しておりますが、個人が地域のお子さんを対象にピアノの指導を市

内で行っている教室等については、利益性が薄いと判断し、年１回に限り有料で

公民館小ホールの発表会での使用を承認していくと御答弁申し上げました。３点

目は、市立会館の運営を地域でできないかとの御質問でした。現在、市立武蔵野

会館は、地域住民による会館の運営という新たな取り組みを市民の方の協力と連

携の元に進められており、それぞれの地域特性を生かした市民との連携は今後の

課題と考えていいと御答弁申し上げました。 

     次に、19、20 ページになりますが、みらいネットワークの小林浩司議員から、

社会教育複合施設について御質問を２点いただきました。１点目の建設に向けて

のスケジュールについての御質問には、完成までの期間、従来方式の市が主体と

なり施設整備を実施した場合は５年から６年を要し、また、ＰＦＩ方式で実施し

た場合には、さらに１年以上多くかかると御答弁申し上げました。２点目の中央

図書館についての御質問には、中央図書館の建設にあたっては、先進市の図書館

も参考にしていきたいと御答弁申し上げ、近年視察に行った先進市の図書館の内

容や感想を申し上げました。 

     次に、24、25ページになりますが、日本共産党昭島市議団の荒井啓行議員から、

スポーツ振興に関する御質問を２点いただきました。１点目は総合スポーツセン

ターにおける高齢者利用の利用料の減免をしてはどうかとの御質問でした。総合

スポーツセンターの利用者は、高齢者も含めた定期利用者が多いことから、健康

増進の意味からもこれまでスポーツセンターを利用したことのない高齢者にどの

ようにしたら来ていただけるかが課題と考えており、こうした高齢者の来館のき

っかけづくりとなる効果的な施策を引き続き検討する中で考えていくと御答弁申

し上げました。２点目の市内スポーツ団体の助成制度の御質問には、市内の一定

の要件を備えた補助対象団体がスポーツ、レクリエーションに関する事業を行い

補助金の交付要望が出された場合に審査し、市の予算の範囲内で交付しており、

総合型地域スポーツクラブについては自主自立の運営が基本となっていると御答

弁申し上げました。 

     以上でございます。 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、どうもありがとうございました。たくさんの質問に対し

ての丁寧な御答弁ありがとうございました。 

ただいま報告事項１についての説明が終わりました。まず最初に、いろいろ御
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質問などあるかと思いますけれども、ただいま、丹羽部長から説明がございまし

たコミュニティ・スクールについて、こちらについて教育長のほうから昭島市の

場合は学校評議委員会をさらに活性化していくという方向というふうに御答弁い

ただいたということでございますけれども、このことにつきまして、コミュニテ

ィ・スクールについてでも結構ですけれども、御質問なり、この方向性というこ

とについて、委員の皆さんの御意見をお聞かせいただければというふうに思いま

すけれども何かございますでしょうか。 

     コミュニティ・スクールにつきましては、資料も事前にお配りしてあると思い

ますけれども、この中身につきましても御不明な点があれば御質問いただければ

と思いますが。 

 

○委員（小林和子） このコミュニティ・スクールという、主旨はよくわかりますしとて

も大事なことかとは思います。ただ、こういうコミュニティ・スクールが本当に

地域に一体となって学校を、子供たちとか地域の方たちが何かするというのはと

ても大事なことだし、ぜひそういうことはやってほしいとは思うんですが、かた

や、今の昭島のウィズユースとか自治会のこととかいろいろそういう活動に参加

する方たちのことを見たりしていますと、やっぱり上からこういうふうにやりま

しょうってやってもなかなか浸透していかないのではないかという気がするんで

すね。今、自治会も組織率がどんどん落ちて、当番が来るならやらないとかって

抜けていく方が多いんですよね。だからそういうことからすると、やはりコミュ

ニティ・スクール、学校には評議委員制度があってというようなお話しがありま

したが、こういうのが決められてやる、参加してしまいますと、結局運営するほ

うの人たちが大変というか、なかなか地域の方たちも動かないとなると、空回り

しやすいのではないかなと思います。今後十分そういう国のほうで決められてし

まえばやらざるを得ないとは思いますが、よく検討し、それから日本のあちこち

でやっている成功例とか逆に失敗例とかがあって、どういうふうにして、地域の

人たちと、この地域とともにある学校づくりというものが本当に子供たちのため

になるか、地域住民のためになるかって、その辺やっぱり十分検討する必要があ

るのかなと思います。 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、ありがとうございました。 

     ほかに、何か御意見ございますでしょうか。御質問でも結構ですけれども。 

 

○委員（寺村豊通） 感想になりますけれども、やはりこの資料にもありますように、地

域とともにある学校づくりを目指してということですので、やっぱり地域との協

働といいますか、そういったのはある程度目指してできてきている状況ができな

いと、やっぱりなかなかかけ声だけではうまくいかないんじゃないかなと思いま

すよね。だから理想としてはいいと思いますけれども、やっぱりそういった方向

に目指して地域の人も、また学校自体もそういったのを考えながらいい時期を探

りながら目指していこうという状況じゃないかなと感じております。 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、ありがとうございました。 
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     ほかには。 

今、昭島の今の現状ではちょっと時期尚早というか、やっぱりその地域協働と

いうそういった地域の条件がそろってからというか、そういう状況ができてから

そこからスタートするのがいいんじゃないかというような御意見をお二人の先生

からいただきましたけれども、ほかにはいかがでしょうか。 

 

○委員（石川隆俊） 私もお二人の方と同じ意見ですけど、昭島のサイズというものもあ

ると思うんですね。昭島は市としたら少し小さいほうかもしれませんけど、例え

ば教育委員の数は変わらないわけで、４人、５人というわけで、恐らく教育委員

会の自身の職員の数だと大きいところは恐らく 50万、人口を超していますから、

学校は 100もあるからなかなか教育委員会が把握しにくいような面もあると思い

ます。そういう意味ではうちは比較的小回りがきくからいろんな難しい問題なん

かが起こっても、情報は大抵私どものほうに上がってくることが多いので、そう

いう意味では少しコミュニティ・スクールをつくるのは、今すぐでなくてもいい

ような気はしますけどね。必要かどうかというのは、問題が起こったらそれは必

要ならば導入もやぶさかではないと思ったほうがいいと思いますけどね。 

 

○委員長（紅林由紀子） そうですね、いただいた資料を拝見しても、あと、このコミュ

ニティ・スクールについて書かれた大学の先生の本なども読んだことがあるんで

すけれども、本当に公立の小学校、中学校というもののよさを、強みを本当に生

かすにはとてもいい制度だなというふうにはとても思いました。やっぱり地域が

あって、地域と家庭と学校が本当に密着してというか力を合わせて学校を支えて

いくという意味で、本当に理想的なスタイルというか制度なのではないかなと思

いましたけれども、今ほかの先生方もおっしゃいましたけれども、やっぱりやる

側の問題が非常に問われてくるなというふうに思います。これはいってみれば合

議制で行っていくということなわけですよね。そうした場合に、昨今、教育委員

会制度についてもいろいろ言われていますけれども、責任の所在ということと、

そのいろいろな判断なりに対してのスピーディーな対応ができないということが

この合議制の教育委員会についていろいろ言われているわけですが、そういった、

もちろん体制は違うにしても、合議制のコミュニティ運営審議会というもので学

校を運営していくというふうになった場合に、何かあったときの責任の所在はど

こにあるのかなという部分と、そのいろいろな委員の人がいると思うんですけど、

保護者の立場の人、地域の立場の人、学校の立場の人、行政の立場の人、いろん

な人が含まれていくんじゃないかと思いますが、保護者といっても保護者の価値

観も本当さまざまだと思います。わたし自身も今、保護者の一員としております

けれども、やっぱり学校に対しての要望、子供の教育の価値観もばらばらという

かかなり開きがありますよね。そういった中で学校の運営に、どの立場の人が入

っていくのかということでも、かなり左右されてしまう部分も大きいんじゃない

かなと思いますし、その人たちで運営していくことで何か起こったときの責任を

どうやって取っていくのかというのが、ちょっと今ひとつ見えないところでもあ

るので、本当に地域の人たち保護者の人たちが力を合わせて何かやっていく上で、

そして制度としてこれがあるからそれに乗っかったという形ならいいと思うんで



 - 13 - 

すけれども、やっぱり制度ありきではこれは動かないんじゃないかなと私は感じ

ました。 

     一つちょっと質問なんですけれども、先ほどの責任問題という部分についてな

んですけれども、それはこの資料を読むと、校長先生が学校の方針をつくってそ

れを審議会のほうに、運営委員会のほうに諮って承認を得てその方針でやってい

くというふうに書いてありますけれども、それが、例えば否決されてしまった場

合、それを校長先生やみんなが承認してくれる形に直してそれをつくり上げてと

いうふうになっていくと思うんですけれども、その場合の、そこで何かうまくい

かなかったとか何か問題が起きた場合のその責任というのは、合議制であるから

にはその運営委員会全体の委員それぞれにかかってくるというふうにとらえてい

いんでしょうか、すみません、ちょっと漠然とした質問で申しわけないんですけ

れども。 

 

○教育長（木戸義夫） 学校運営の責任者は、あくまでも校長先生ということになります

ね。それが教育方針に合わないときには、それは自分の教育方針を説明をしてそ

れが承認されるような形で努力をすると。それでもそれが変えられるんであって

それが決まればそれはそれに従ってやらなきゃいけない、責任は校長が取ること

になります。 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、わかりました。そういう意味ではこれについては教員の

人事についての意見も述べられるというふうにも書いてありますけれども、最終

的にそれはやっぱり校長に責任があるんだったら、まだ難しいかなというふうな

感じはしますね。意見を述べて意見を吸い上げる制度はしっかりつくっていただ

きたいとは思いますけれども、そこが運営の主体の形になるのにはもう少しそう

いった意見を吸い上げて、一緒に手を取りあって行った先にそういう形にしてい

ったほうがいいんじゃないかなと、ほかの委員の先生方もおっしゃっていただき

ましたけれども、私もちょっとまだこれを導入するには早いんじゃないかなと私

も思いました。 

     ほかにはいかがでしょうか。 

     制度としては本当にいい制度だと思います。ほかの事例とかうまくいったとこ

ろの事例とかを見ると本当にすばらしいなとは思うんですけれども。 

     では、このコミュニティ・スクールにつきましては、今はまだ学校評議委員会

をさらに活性化していくという現状の方向でというふうな皆さんの御意見があっ

たかと思います。御意見をいろいろありがとうございました。 

     それでは、ほかの件で、報告事項１に対しての質問や御意見など何かございま

したらお願いいたします。 

 

○委員（小林和子） ここの議会の御質問の中であった、稲垣米子委員の、６ページにな

るんですが、まず質問事項からなんですが、タブレット端末の導入ということが

あるんですが、導入する前に、やはりよっぽど慎重にしたほうがいいというのが

私の考えです。タブレット端末のもちろんよさというんでしょうか、そういう子

供たちの興味関心を引くようにそういう機器を活用するということはあるんでし
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ょうけれど、ここで導入すると、まあもちろん学校でやらなくたって家庭でみん

なやったり、そういうタブレット端末だけじゃなくてコンピューターのゲームと

かいろんなことで子供たちはそういうのに接しているわけですよね。そうすると

どんどん子供たちの書く能力とか読む能力、読書するとか、その時間がなくなっ

ていってしまう、こちらのほうが断然面白いわけですよね。どんどん画面が動い

たりして自分の操作でしますから。そうすると学校でいっぱい読書を勧めたりし

て、本当に読書することによっていろんな力が養われるところの時間が、こうい

う電子機器を活用するので取られてしまう、子供たちの自由な時間というのは限

られているわけですから、その中でこういう機器に時間を取られるということは、

読書したり書くことのとても大事な時間が取られて、やはり子供たちの発達のこ

とからすると、やっぱり小学校低学年とかいろいろ読んで吸収していく時代には、

やはりそういうことを重視して、タブレット端末は必要に応じて学校で何かで導

入してもいいかとも思いますけれども、それは限定して、そうしないと、今電車

の中でもどこでも本を読んでいる人って本当に少なくてほとんど携帯とかスマホ

でやっている人がほとんどですよね。だからそういうふうに放っておいても広が

っていくわけですから、やっぱり学校では、あえて文字の文化というかそれで発

達する知能とかそういうことも大事にしていかなきゃいけないんじゃないかと私

は思います。 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、ありがとうございました。 

     ただいま、タブレット端末についての御意見をいただきましたけれども、これ

につきましては。 

よくわからないんですけれども、このタブレット端末の導入というのは、どう

いった場面においてどういった使用法ということをこれは想定されているかとい

うことについてはいかがでしょうか。 

 

○統括指導主事（稲冨泰輝） タブレット端末の導入につきましては、今、小林委員から

ありましたとおり場面を限定して導入するべきだということをいろいろ調べてい

る中で考えております。具体的な使用場面としましては、調べ学習の中で、例え

ばこれから日光移動教室に行くときに、そこの例えば華厳の滝といえばどういう

滝なのかという画像を引っ張り出してそれを皆さんに見せるとか、そういうよう

な提示の時に使うものというような例が考えられます。視覚的に訴えるものにつ

いてはタブレット端末を使う有効性はあると思います。ですので、授業 45分、50

分間ありますけれども、その導入の５分の部分であったり、あとはみんなに発表

するまとめの部分であったりというふうにプレゼンテーション能力といいますで

しょうか、そういうところの導入が考えられます。 

また、ほかの使用法としましては、校外学習の際に、いろいろな社会科見学で

施設を調べようといったときに、タブレット端末で写真を撮ってまとめの新聞づ

くりの時に使うとか、そういうふうな場面が今のところ考えられます。 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、では場面を限定してということなわけですね。 

     ほかには何か、この件につきまして御意見ございますでしょうか。よろしいで
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すか。 

     あくまでも本当にそういうツールということですよね。昭島の子供たちが一人

１台そういうふうなものが入る時代がいつになったら来るのかというのはちょっ

とわかりませんけれども、確かに日本の中では今もう、そういうふうにしている

ところもあるようではありますが、むしろ私は障害のあるお子さんが、例えば字

が見えにくいとか書きにくいと、鉛筆を持ってまっすぐ引くのとかって、結構や

っぱり障害があるとやりにくい部分もあると思うんですよね。そういった場合に

タッチ式で選択して答えられるとか勉強できるとかそういった、むしろ固定学級

のようなところで先進的にというか導入されるほうがむしろいいのではないかな

というふうにも、子供たち通常学級ではなかなか引くの上手じゃない子も練習す

ることによって上手になっていくというところもあると思うんですけど、そこに

困難がある子にはそういうものを使うとかというような方向もあるんじゃないの

かなと私は感じました。 

     それでは、ほかにはいかがでしょうか。 

     この、がん教育ということは稲垣委員のほうから御質問いただいていますけれ

ども、このがん教育の強化ということが厚生労働省のほうで明記されたというこ

となんですけれども、この件については背景としてこの子供たちにとっての「が

ん」というのは小児がんとかありますけれども、少し遠い世界のような気もしま

すが、喫煙とがんの関係とかというのも中学生ぐらいになれば今も多分、保健と

かでやっているとは思うんですけれども、これって子宮頸がんのワクチンとかそ

ういうようなこととの関係が高いんでしょうか。むしろこういう子たちには、例

えば薬物とかエイズとか、そういうことのほうが重要性から言えば先なんじゃな

いかなと私なんかは考えてしまうんですけれども、その点はどうでしょう。 

 

○統括指導主事（稲冨泰輝） これにつきましてはいろいろな観点で、体育、または保健

体育のところで指導していかなければいけないというところがあります。この答

弁の中にもありますけれども、やはり子供たちの生活習慣病を未然に防ぐという

考え方になりますと、例えば、食事、睡眠、運動という３つのバランスのところ

をやっていかないと、生活習慣病につながり、その後がんにつながるよというこ

とが、今、一般的には教科書の中で指導はしています。それに加えて、やはりが

んにつながるよという指導だけではなかなか難しいというところがありますので、

がんになるとなかなか治癒に向かって難しい面もありますし、これは検討委員会

の中でもやっていますから一概には言えませんけれども。あとは検診を受ける大

切さ、これも大人になってから気づくのではなくて子供のうちから習うというこ

とを踏まえていけば、やはりがん教育についても強化していく必要性があるので

はないか、まだ結論は出ていませんがこのようなことが考えられます。 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、ありがとうございました。ということは、がん教育がま

ずありきということではなくという意味ですね。はい、わかりました。 

     この件につきましてはよろしいでしょうか。ほかには何かございますでしょう

か。 

     あと、小学校の英語教育という部分についても御答弁いただいていますけれど
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も、今の方向性としては、今いろいろ取り組みをしていただいているのでそれは

大変ありがたいなというふうに思うんですけれども、先日、英語スピーチコンテ

ストもありまして、とても去年よりかなりレベルアップして、皆さん熱心にすば

らしいスピーチをしていただいてよかったな、本当に力をつけていただいている

んじゃないかなというふうに頼もしく思った次第ではありますけれども、ちょっ

と小学校での英語教育をもうちょっと低年齢化したらどうかというような話が以

前出まして、いろいろ委員の先生方にも御意見いただきましたけれども、先日の

スピーチコンテストを見てちょっと私思いましたのは、英語の音とリズム感とい

うものに対してもう少し耳が音感がいいうちに音だけでも聞かせてあげられると

いいのかなと感じました。それは漠然となんですけれども。例えば、授業を低学

年からやるとかというふうになると、もうそれは授業として持たなければならな

いので、一応いろいろな縛りが出てくると思うんですけれども、例えば音楽の時

間に英語の歌を歌ったりとか音楽集会とかありますよね、そういうときにみんな

で英語の歌を歌ったりとか、時々は先生が英語で出欠を取ってみたりとか、低学

年からそういうことを少し取り入れるだけでも随分英語に対してのハードルが下

がるんじゃないかなと。英語の耳を少し育てるというかそういうことが別に大き

く授業を変えたりとか教えたりとかしなくてもできる部分があるんじゃないかな

とちょっと感じた部分があるんですけれども、これは感想に過ぎませんけれども、

そういったことをやっている小学校とかもありますか。 

 

○指導主事（大友基裕） ほとんどの学校がそういう取り組みをしているわけではまだな

いのですが、学校によっては国際理解教育の一環として、地域にお住まいの外国

の方をお呼びして国際理解、その国のいろいろな文化ですとかそういうものを学

んだり、あと言葉を学んだりという時間もございますし、あと音楽の時間に英語

で歌う部分に関しては、音楽の授業の中でそういった歌を取り入れて歌っている

ケースもあります。 

外国語活動の中では、チャンツソング、これ５年生からなんですけど、チャン

ツとかソングというコーナーがありまして、その中で歌を通して英語に親しむと

いうような時間を取っているそういった活動をしているところもあります。 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、どうもありがとうございました。 

 

○委員（小林和子） ちょっとそれに関連して。私は、常々、やはりこの英語の体験授業

というのは、子供たちやはり高学年からじゃなくて中学年ね、低学年はまだ日本

語もおぼつかないから中学年ぐらいから始めるのがいいんじゃないかなというこ

とは言っているんですけれども、というのは、高学年になると結構みんな恥ずか

しいとか照れくさいとかっていう意識がはっきり出てきまして、その辺、中学年

というのはまだまだかわいい、興味津々でいろんなことに興味を持って取り組ん

でいく子供たちなので、よく小学校３年生、ギャングエイジなんて９歳ぐらい言

いますから、そのぐらいの時から始めると、今、委員長もおっしゃいましたけど

そんな英語というのじゃなくて、やはり体験として、ゲームをとおしてとか歌を

とおしてとか、そういうような遊びの中で英語に触れていくというそういうこと
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はやはりやってほしいなと。ですからぜひ、今そういう学校もあるというお話し

でしたけど昭島の小学校全部でそういうような、３年生ぐらいからそういう取り

組みをしていただけるといいなと。そのためにはちょっと市のほうの予算も必要

かなというふうには思いますけれど、ぜひそういう予算も取っていただいて、講

師なり来てくださる大学生なりでそういう取り組みをしていただければと思いま

す。 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、ありがとうございました。 

     私は小林委員とはちょっと意見が違いまして、私はもっと１、２年生ぐらいか

ら担任の先生と一緒に、朝の会でも何でもいいからちょっとした時間を使って、

みんなで英語で歌を歌ってみようみたいな、そういった簡単な取り組みをちょっ

とずつ、ちょこちょこっと入れていくことで、そういった耳が育ってくるんじゃ

ないかなという気がしたんですね。本当にスピーチコンテストの内容の英語はす

ばらしかったと思いますし、ただ、生徒さんによってはしゃべり方が日本語しゃ

べりになっちゃっているというか、英語が、ずるずるずるっとつながっていると

いう、そこがもったいないと思いましたので、それは耳のもっといい低年齢の時

からそういった音を聞くということができればいいんじゃないのかなと。もちろ

んすごく熱心な方は、そういったラジオの英語でも何でも聞いて中学生に入って

からやることで、上手になる人はたくさんもちろんいると思うんですけれども、

昭島市として本当に英語にもっと力を入れていくという方向なんだとしたら、そ

ういったことを小学生の低学年の段階からちょっとずつやっていけばいいんじゃ

ないかなと。お金もそんなにかからないんじゃないかなと思いますし、それとや

っぱり子供たちが、この間スピーチコンテストは、意見文の後にスピーチコンテ

ストがありましたけれども、やっぱり意見文を聞いていた小学生がスピーチコン

テストまで見ていくと、ああすごい、中学生になるとあんな英語しゃべれるんだ

みたいな、そういったあこがれみたいな、すごいなみたいなそういう部分で英語

に対しての興味も開けてくるんじゃないかなとも思いましたので、それを一緒に

見られるような場があるといいなと感じました。 

 

○委員（石川隆俊） おっしゃるとおり英語の理解というのは、いわゆる読んだり書いた

りというそういうふうな意味でもあることに尽きますけど、この言葉の発音に関

しては小さいときに口が覚えるので、例えば私は実験的に孫なんかの小さい子に

ちょっと聞かせますとそのとおりにしゃべりますよね。外国に行ったら誰でもそ

うで、ただどのぐらいそれが持つかわかりませんけど、恐らく４歳から５歳かそ

の辺のあたりで聞かせておけば、その時はうまくいきますが、ただ日本に帰って

きてから、ある時期忘れますね。だから子供の時、内容はともかく向こうの言葉

でしゃべっているけどそれは続かないですね。今度はそれが小学校に行ったから

必ずしもいいかと思うとだめなので、本当にネイティブのようにしゃべらすのな

らそれはそうやらなきゃだめでしょ。もっと録音とか聞かせてね。 

 

○委員長（紅林由紀子） 家庭教育にそれを求めると結構厳しいものが。 
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○委員（石川隆俊） だからいいことだと思うよ、歌を歌うとかね。ＣＤを聞かせるとか。

それはいいと思いますよ、もちろん。 

 

○委員（寺村豊通） それはもういいことです。それが一番手っ取り早い覚え方ですから。

だけど小学校１、２年生ごろ英語ぺらぺらしゃべっていたのがもう５、６年にな

ると忘れますからね。日本語ばっかりにいると。 

 

○委員長（紅林由紀子） ああそうですね。本当に向こうにいればね、日々、日々そうい

う音をずっと聞かされ続けることでそういうふうになっていくとは思うんですけ

れどもそこまではこうね。 

 

○委員（石川隆俊） もう一つはね、家庭教育に求めるとすれば、例えば面白いビデオの

英語版を聞かせるんですよ。そうするとすぐ覚えちゃいますよね。子供はそのビ

デオを見たいために。そうやって僕がアメリカに行っているときには中国人だけ

れども、英語をどんどん覚えさせていた家庭もありました。 

 

○委員長（紅林由紀子） わかりました。 

     ということで、難しい部分も多くあるとは思いますが、そういうふうな感想を

先日のスピーチコンテストを経てちょっと思いましたので、ちょっと述べさせて

いただきました。 

     ほかには何かございますでしょうか。よろしいですか。 

     では以上で報告事項１を終わりたいと思います。 

     それでは続きまして、報告事項２ 平成 25年度第２回教育委員の学校訪問につ

いて説明をお願いいたします。 

 

○庶務課長（栁 雅司） 平成 25年度第２回教育委員の学校訪問について御報告いたしま

す。 

     報告資料２を御覧ください。期日は第 10回定例教育委員会の午前中、10月 17

日木曜日午前９時 10分から行います。拝島第四小学校、福島中学校の順に訪問い

たします。学校では初めに説明を受け、次に授業参観をしていただき、その後質

問、意見交換という順で進めていただきたいと思います。参加者は、資料では訪

問者となっています、訪問者及び配車につきましてはここに記載のとおり予定し

ております。 

     以上です。 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、ありがとうございました。 

     10 月 17 日の午前中に拝島第四中学校と福島中学校の訪問をさせていただくと

いうことでございますが、この件につきまして何か御質問や御意見ございますで

しょうか。 

     よろしいですか。それでは当日どうぞよろしくお願いいたします。 

     それでは続きまして、報告事項３ 平成 24年度児童生徒の問題行動等生徒指導

上の諸問題に関する調査結果について説明をお願いいたします。 
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○統括指導主事（稲冨泰輝） それでは報告いたします。資料につきましては過去５年間

の結果について記載しております。 

     まずいじめについて報告いたします。平成 24年度は、小学校は 352件、中学校

111 件計 463 件でございました。これは、昨年度に比べて大幅に増加しておりま

す。このことは、教育委員会及び学校は、今回報告しました年度末調査だけでは

なく、詳細に疑いである案件を含めて調べ、いじめの早期発見解消に向けた取り

組みを行った結果であるそのように捉えております。 

     次に、不登校について報告いたします。平成 24年度の不登校の出現率は、小学

校では 0.42％で 24 人、中学校では 3.50％で 91 人と、23 年度とほぼ同数となっ

ております。この不登校児童生徒一人ひとりの状況は異なりますが、このことを

調べていきます上で今回の結果を分析していくと、次のような傾向が見られまし

たので報告いたします。 

     不登校は、小学校高学年が多く、中学校では未然に防止する取り組みがあった

ため横ばいであるというふうにとらえられています。ただし、この不登校の原因

については複雑化、深刻化しているものもございますので、スクール・ソーシャ

ルワーカーのみならず、学校と家庭の連携支援員を今年度から全校配置し、関係

機関が連携して今後も対応を図ってまいりたいと考えております。 

     次に、暴力行為について報告いたします。小学校は０件です。中学校は生徒間

暴力が 17件ございまして、昨年度からこの件については増加しております。これ

は本来話し合いで解決できることが、些細なことで暴力行為につながっているこ

とが報告の中でもありました。このほか暴力行為につきましては、対教師暴力が

６件、器物破損が３件であり、一つ一つの事案に対して、教師による毅然とした

生活指導を行って、こちらについては横ばい、減少の傾向になったことと考えて

おります。 

     今後も正義感や規範意識を高める指導などを含めた健全育成についてさらに推

進してまいりたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

     以上で報告を終了します。 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、ありがとうございました。 

     報告事項３についての説明が終わりました。本件に対する質問や御意見など何

かございますでしょうか。 

 

○委員（小林和子） 質問でお伺いしたいのですが、不登校の児童生徒、特に中学生が 97

人と多いのですが、この子供たちは、不登校の子供たちが通う、もくせい相談室

でしたかしら、あそこにどのくらいの人数が行っているんでしょうか。どこにも

行かないで自宅に引きこもりとか何かでいるお子さんもいるかなとは思うんです

が。 

 

○統括指導主事（稲冨泰輝） 中学校の適応指導教室への通室の生徒につきましては時期

により若干上下しますが、20名程度が通って勉強、あとは生活について送ってい

るということになっております。ですので、91人中 20名ですが、ただこれは 20

名は出たり入ったりしておりますので、そのことを含めていきますと昨年度は新
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規で１２、３名来ましたので、それをプラスすると大体 30名ぐらいが延べで入っ

ているものと考えられております。 

 

○委員（小林和子） 30 名ぐらいが通ってということで、大体３分の１ぐらいですよね。

残りのお子さんはそこへ行かないで、その中であと時々は学校へ行ったりとかそ

ういうことも含まれちゃうんでしょうか残りのお子さんは。 

 

○統括指導主事（稲冨泰輝） こちら不登校の定義についてですが年間 30日以上の欠席で

すので、学校にたまに行くということですとか、あとは先生との関係で、この先

生の授業だったら受けてみようというものもございます。また、もくせい適応指

導教室だけではなくて学校の登校支援室のところに通っているお子さんもいます

ので、これは一人ひとり持っている状況が違うというふうにとらえております。 

 

○委員（小林和子） かなりのお子さんが学校に行かれないということで、ずっと前から

21年が 120人ですからそれよりは少なくなっているかなとは思いますけれど。な

かなか不登校は難しい問題というか一概に解決しないから。ただ、その子供たち

も何らかの学校とのつながりというんでしょうかね、行事の時だけでもいいから

来るとかね、運動会とか、何かそういう学校として子供たちとずっとつながりを

取ってほしいなと思います。 

 

○委員長（紅林由紀子） 年間 30日以上欠席ということは、ということは月に３日か４日、

毎月その日に３日か４日来なかったらもう不登校になるということですか。 

 

○統括指導主事（稲冨泰輝） 今の数字で言われてしまうと厳しいところがありますが、

子供たちも風邪をひいたりというところがあります。その病気による欠席につい

ては 30日にカウントしませんので、やはりご自身のこれは子供たちが持っている

背景はいろいろありますけれども、理由のところで病気とか家庭の事情によらな

いところを足して 30 日を超しますと不登校というふうにとらえさせていただい

ております。 

 

○委員（石川隆俊） ここには男女のことは入れていませんけど、不登校あるいは暴力、

男と女どちらが多いんですか。大体でいいです。 

 

○統括指導主事（稲冨泰輝） それでは合計の数でいきますと、不登校、小学校、中学校

合わせますと男子が 74、女子が 41このようになっております。 

 

○委員（石川隆俊） 暴力行為もそうですか。 

 

○統括指導主事（稲冨泰輝） 暴力行為につきましては、こちらは調査の上では男子、女

子という回答はしておりませんが、学校からの報告の中では全て男子児童という

ことで昨年度は報告があります。 

男子生徒になります。 
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○委員長（紅林由紀子） 何かございますか。よろしいですか。 

     不登校につきましては原因がいろいろ複雑化しているというようなお話もあり

ましたけれども、言ってみれば精神的に心の病のようなもので行けないとか、そ

の原因がいじめであったりとかそうじゃなかったりすることもあるかもしれませ

んけれども、あとは、昼夜逆転しちゃって、怠けて学校にどこか遊んじゃってゲ

ームセンター行って遊んじゃってみたいな、そういったケースとかいろいろある

と思うんですけれども、そういった部分ではどういうどの程度の比率なのかおわ

かりになりますか。 

 

○統括指導主事（稲冨泰輝） 小学校と中学校を分けて説明します。小学校で一番多いも

のは、不安などから来る情緒的混乱ということで、自分で今日は怖いなとかそう

いうふうな思いが８名、一番多いです。小学校２番目は、今、紅林委員から指摘

がありました昼夜逆転などの無気力の５名ということになっています。 

     中学校になりますとこちらが逆転しまして無気力が一番多く 40名、そして不安

などの情緒的混乱が 25名というふうになっております。 

 

○委員長（紅林由紀子） では遊んじゃってみたいなそういうのはあまりないんですか。 

 

○統括指導主事（稲冨泰輝） これは一番の原因ということですので、やはり遊んでとい

うこともこの中の要素には入ってきます。特に、無気力のお子さんのところであ

りますし、中学校の内訳で遊びなどの原因が主たる原因となっている生徒の方は

９名という形になっております。 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、わかりました。ありがとうございました。 

     無気力という部分が多いということなんですけれども、なんかこう、そういう

雰囲気をとても感じるんですよね。何でしょうか、周りの中学生を見ても、なん

でああなるのかよくわからないんですが、やっぱりわからない、どうでもいいみ

たいな、そういった無気力感みたいなのを感じるんですけれども、どういうとこ

ろからそうなってしまうかとかそういったことについては、先生方はどのように

お感じになっていらっしゃいますか。 

 

○統括指導主事（稲冨泰輝） これは、今、教育相談室を中心に相談に乗っている案件で

すが、やはりスマートフォンの普及というのは、かなりスクール・ソーシャルワ

ーカーまたは休日相談員が抱えている案件でございます。保護者の方が子供にス

マートフォン等を貸し与えて、後からそれで夜中夢中になって昼夜逆転してやり

取りを、できなくなって、例えば教育相談室で面談をやっているときにも、最初

お受けするときには面談するとき顔と顔で触れあえず、ずっと画面を見ていて、

どうこっちを向かせていくかから入っていったということはスクール・ソーシャ

ルワーカーからも報告がありますし、あとは、今まではじゃあその相談をしまし

ょうといったときには電話でのやり取りで済んでいたのですが、子供たちは電話

代がかかるということで、今、なんというんですか、無料の通話アプリソフトと

いうものがあるんですか、いわゆるＬＩＮＥといわれるものですね、それで連絡
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を取らないと出てくれないというような案件がありますので、かなり子供たちの

間でスマートフォンやまたはアプリケーションが普及している、それも無気力の

ところに関係してきているのかなというふうに、これは事例ですがみております。 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、わかりました。先日、新聞とかにもネット依存症とかと

いうことも取り上げられていましたけれども、非常に今の時代ならではの難しい

部分ですね。 

     

○委員（小林和子） じゃあ、今のに関連して、私もかつてそういう所に勤めていたとい

う経験で。そのときはスマートフォンはなかったんですけれども、ゲームをもう

夜中までやっていて、結局ゲームを遅くまでやっていると眠れないんですね、熟

睡できない。結局、朝学校へ行く時間に起きられなくて、昼夜逆転してしまうん

ですね。だから寝てしまうから、夕方ごろまた起きることになって、それでまた

ゲームをしてというようなそういう、全部じゃなくていろんな原因がありますの

で一概に言えないんですけど、そういう子も結構いました。だから今、ゲームが

スマートフォンに移ってきてっていう。だから私、さっきタブレット端末という

ところでお話ししたように、やっぱりああいういい面もあるけれどすごく弊害も

あるという、それを私、自分の孫が３歳なのに、もう親のゲーム機を使って、ゲ

ームじゃないんですよね、乗り物が好きだから画面でどんどん乗り物が出てくる

っていう、それを朝起きたら見て、またご飯食べ終わったら見てってもう、やっ

ぱりそうすると目も悪くなるしということで心配しているので、そのうちになん

とか別のほうに関心を向けなきゃなと思っていますけどね。３歳でそうなんです。 

 

○委員長（紅林由紀子） 難しいですね、はい、ありがとうございました。 

     先日新聞で、そういったスマホの使い方を高校生たちが自分たちでルール化し

た本をつくって、それがかなり好評でいろいろなところからそれを分けてくれな

いかというような声が上がったというような記事もちょっと読んだんですけれど

も、子供たち自身でそういったことを気づかせるというか、親が言っても結局親

にうるさく言われているという感覚もあると思うので、本当は子供たち自身で自

分たちで自分たちの生活を守らなきゃいけないという意味で、どう使えばいいの

かという、ＬＩＮＥでのいろんなトラブルもよく聞くんですけれども、そういっ

たことも含めて、そういった話し合いというかルール化というかそういう話し合

いをする機会というのは何かあるんですか。中学校とかで。 

 

○統括指導主事（稲冨泰輝） 子供たちに直接というところになりますと、今の指導の中

でいきますと道徳の時間の中で情報モラルについては扱うことになっていますか

ら、そこでやはりネット上で悪口を書くのはやめようねとかまあスマートフォン

まではちょっとそこまで対応していませんが、情報モラルについては扱うという

場面があります。 

ただ、保護者向けに東京都では「ファミリーｅルール」というものがありまし

て、子供たちに携帯を貸し与えるときに、こういうルールにしましょうというこ

とを保護者同士が決めて、子供に返すときはじゃあこれでいくねというようなも
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のになりますので、いろんな取り組みを学校のほうに情報提供できればなという

ふうに考えています。 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、そうですね。ありがとうございました。 

大人がうるさく言っても中学生って割と反発の時期なので、大人が言うより自

分たちで考えさせたほうが効果的なのかなというふうにも思う部分もあるので、

参考にしていただければと思います。 

     ほかには何かございますでしょうか。 

あとあれですね。今、自己肯定感とか自己有用感ということが言われています

けれども、もちろんそういうふうにそういうことが低い子供たちに対しては、非

常に家庭の責任はとても大きいんじゃないかなと私自身子育てをしながらとても

感じているんですけれども、それでもそういうふうに育ってきてしまった、低く

なってきてしまった子供たちに、やっぱりそうじゃない、自分たちはどれも一人

としていらない人間はいないんだということをやっぱり身をもって感じてもらう

ために、地域にそういう子たちが活躍する場をつくってあげたらいいんじゃない

かなと感じます。本当に昼夜逆転しちゃった子たちなんて、草むしりしたり、う

ちで畑仕事してくれてもいいぐらいな、昼間働けば絶対夜眠くなりますから、と

いうような、そういった、そしてやっぱり人に、この間の意見文なんかを聞いて

いてもやっぱりありがとうって言われたり、役に立ったということがすごく自分

たちの力になると思いますので、そういった場を学校だけじゃなくて地域でつく

るべきだなと思いました。 

 

○委員（石川隆俊） 不登校の原因として、子供っていうのは学校に行きたがらないです

よね、大体が。なるべくならば遅くまでうちに粘っているわけですから、それを

出て行けというような親がいればいいんだけれども、うっかりすれば親が先に出

勤しちゃうようなうちだったらそれが多分困難になるでしょうね。そういううち

はどうしたってうっかりすれば不登校になりますよね。 

 

○委員長（紅林由紀子） そうですね、親が夜勤でお昼くらいまで寝ているとかね、そう

いう場合もなりやすいかもしれないですね。それはやっぱりソーシャルワーカー

の方にも御尽力いただいて、何とかこの数字を減らしていければなというふうに

思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

     あと、ほかにはいかがでしょうか。 

     もうあと１点、すみません、長くなって申しわけないんですけれどもいじめに

ついてなんですけれども、この数字が多くなったことについては、この調査が非

常に念入りになったこととか先ほど御答弁いただいた中にもいろいろないじめの

チェックの仕方についても細かく提示していただいたりとか、そういうことで数

が増えたということについては別に私は何とも思わないんですけれども、いろい

ろこのいじめの対応ということについて、早期発見、早期解決が大事ということ

はもっともだと思うんですけれども、発見した後の解決の方法についてなんです

けれども、いろんなケースがあると思いますけれども、保護者というものはどう

いうふうな位置づけにあるのかというのをちょっとお伺いしたいなと思いまして。
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例えば自分の子がいじめられていた場合はもちろんお知らせいただけると思うん

ですが、例えば自分の子供がいじめの加害者になっていた場合に、それは保護者

は教えてもらえるのかどうかというか、これはちょっと保護者の立場としてです

ね、いろんなケースがあるとはもちろん思いますが、私個人としてはやっぱりそ

れは知らないと、知らなければならないというふうに思うんですが、その辺は学

校で御活躍いただいている先生方どういうふうに、いろんなケースがあるかと思

いますがどういうことを配慮されてどういうことをされているのかということに

ついてはいかがでしょうか。 

 

○統括指導主事（稲冨泰輝） こちらにつきましては、まず答弁のほうにも関係してきま

すけれども、いじめられている側を助けるというところが一番です。それについ

ては、まずいじめを解消するところにもっていきますので、その場合にやはりい

じめた側の保護者のほうにも協力いただくときには連絡をさせていただいてとい

うことがあります。その場合に、例としまして、学校の中でも指導しましたけれ

どもお子さんとよく話してくださいね、というところをやります。そこで忘れて

はいけないのは、いじめた側の保護者に連絡をするだけではなくて、どうしてそ

のいじめるまでに至ったかというところの原因を突き止めていかなければいけま

せんので、いじめましたよということを言うだけではなくて、こういう状況にな

っていますから、何かお子さんの中にモヤモヤしているものがあるんじゃないで

すかというふうに念入りに連絡しなければいけませんので知らせるだけじゃなく

てその後どのように連携するかということ、こちらに重点を置いて本市の学校は

取り組んでおります。 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、ありがとうございました。 

     ほんとうにすごく、とても大事なことですね、それは親としても、やっぱりそ

れをきっかけに自分の子育ての仕方を見直すきっかけにもなると思いますのでや

っぱり原因も含めて、きっちりちゃんと連携していただきたいなと思っておりま

すのでどうぞよろしくお願いいたします。 

     ほかには何かございますでしょうか。よろしいですか。 

     それではまた少し長くなってしまって申しわけありませんがこれで終わりたい

とおもいます。 

     報告事項４ 平成 25 年度全国学力学習状況調査結果について説明をお願いし

ます。 

 

○指導主事（岸 知聡） 報告事項４ 平成 25年度全国学力・学習状況調査結果について

御報告いたします。 

     まず、全国学力・学習状況調査の概要について御説明申し上げます。本調査は、

義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、全国的な児童生徒の学力

や学習状況を把握・分析し、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図るこ

とや、学校における児童生徒への教育指導の充実や、学習状況の改善等に役立て

ることなどを目的に、平成 25年４月 24日に実施いたしました。 

     調査の対象は、小学校第６学年の全児童、中学校第３学年の全生徒でございま
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す。調査の内容は、国語、算数・数学の教科に関する調査と、学習意欲、学習方

法、学習環境、生活の諸側面等に関する質問紙調査であり、教科に関する調査に

つきましては、主として知識に関する設問と、主として活用に関する設問に分か

れております。 

     次に、平成 25年度全国学力・学習状況調査の教科に関する調査結果について御

説明申し上げます。全体的には全国の平均正答率に比べて下回る結果ではござい

ましたが、領域や設問によっては全国や東京都の平均正答率を上回る項目もござ

いました。 

結果について校種、教科別に具体的に申し上げます。小学校におきましては、

課題として国語の漢字を正しく書くことがあげられます。各主任会、委員会等で

結果を市内小学校に周知し授業改善を図ってまいります。小学校において平均正

答率が全国及び東京都を上回る結果であった設問の一つとして、算数Ａの棒グラ

フから項目や数値を読み取ることがあげられます。この設問は、算数Ａの一番最

後の設問であり、平均正答率だけでなく無回答の割合が全国及び東京都に比べて

小さいという結果でございました。この結果から最後まで諦めないで課題に取り

組もうとする態度が育ってきていると考えられます。 

中学校におきましては、国語Ａの歴史的仮名遣いを現代仮名遣いに直すことな

ど、伝統的な言語文化と国語の特性に関する事項の領域に課題があると言えます。

また、全国の平均正答率を上回っている領域としまして、国語Ｂの読むことがあ

げられます。特に新聞記事の書き方の特徴をとらえることにつきましては、全国

の平均正答率を 5.3ポイント、東京都の平均正答率は 1.5ポイント上回っており

ました。また、中学校数学におきましては、数学Ｂの図形の領域が、全国及び東

京都の平均正答率を上回っておりました。特に、論理的に思考して回答する図形

の証明に関する設問の多くが、数学Ａ，Ｂともに全国及び東京都の平均正答率を

上回っておりました。 

     各小中学校におきましては学力調査の結果を分析し、各校の実態に応じた授業

改善を進めているところでございます。また、今年度設置いたしました学力向上

推進委員会において、本調査の結果等を受けて、国語の言語に関する基礎的・基

本的な事項や算数・数学の数と式の領域の技能等を中心に、指導法の改善を図る

ための取り組みを推進してまいります。 

     以上でございます。 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、ありがとうございました。 

     ただいまの説明につきまして、何か御質問や御意見、御感想などございますで

しょうか。全国学力学習状況調査結果ということでございますが。 

     この数字の平均正答率だけでは読み取れない部分がたくさんあるということで

御説明いただきましたけれども、無回答の割合が減っているというのはとても喜

ばしいことで先生方の御努力に感謝したいと思います。 

     あとは、全国的に今、この学力状況調査を頑張れよみたいな感じで、みんなど

この自治体もどこの学校も力を入れているところなので、言ってみれば全部が底

上げされていると考えると、平均に対して少し低いとか高いとかいうのは割合で

はあまり意味がないのかなというような気もしますが。もちろん平均と同じにな
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ればそれはそれでとても気持ちの上ではいいと思いますけれども。 

先ほど無回答の部分が減ったというような嬉しい御報告がありましたけれども、

学校で先生方が御覧になっていて、ここ何年かずっと学力調査をしてきた上でや

はり少し上がってきているなというか、底上げされてきているなというようなそ

ういった経年的な感じはいかがですか。 

 

○指導主事（岸 知聡） 本調査に関しましては、今年度は悉皆調査でしたが、その前に

悉皆調査が行われたのが平成 21年度で、その間抽出調査であったり調査の見送り

ということがございましたので、経年という部分では難しい部分がございます。

ただ、それぞれの学校ごとに調査の分析を行っておりますので、それぞれの学校

ごとに課題に応じた授業改善のほうは進めてまいります。現在、各校に調査の結

果を受けた授業改善の推進プランの作成をお願いしておりますので、そちらのほ

うでそれぞれ学校ごとに分析を行っている最中でございます。 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、わかりました。 

     それではまた何かわかりましたら教えていただければと思います。 

     ほかには何かよろしいですか。それでは、この件は終わりたいと思います。 

     それでは続きまして、報告事項５ 平成 25年度東京都児童・生徒体力・運動能

力、生活・運動週間等調査（東京都統一体力テスト）の結果について報告お願い

いたします。 

 

○統括指導主事（稲冨泰輝） それでは、資料をもとに御説明いたします。本調査は平成

23 年度から東京都全校全児童・生徒を対象に実施されているものでございます。

資料１枚目では内容等、２枚目では結果を示しております。 

     本日は時間の関係から結果を報告させていただきたいと思いますので２枚目の

資料を御覧下さい。見ていただいて、東京都の平均以上の数値には網掛けをさせ

ていただいております。主に握力、それからボール投げについては全ての学年で

平均か平均を上回るというような傾向が出ております。また、上体起こし、それ

から 50ｍ走などもおおよそ良好な結果になりました。 

     ただし、課題としましては、全身持久力が関係するシャトルランや、敏捷性が

関係する反復横とびの数値が若干低いことがありますが、今まではなかなか都の

平均値を上回ることができませんでしたが、複数の学年で都の平均値を上回るな

ど改善が見られました。また、立ち幅跳びも複数の学年で都の平均値を上回るよ

うになってきております。 

     良好な結果を示したきっかけとしましては、全校体育集会で持久走に取り組ん

だこと、また部活動の参加率を向上させたということがありました。このことも

ありまして５月に行われました「チャレンジデー」でも高い参加率を残すことが

できたのではないかと考えております。このような取り組みを増やしていくため

にも、今後もよい取り組みをしている学校を、本市で今年から行っております体

力向上推進委員会をとおして啓発して紹介をしてまいりたいと考えております。 

     以上で報告を終了いたします。 
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○委員長（紅林由紀子） はい、ありがとうございました。 

     ただいまの報告につきまして、何か御質問や御意見、御感想などございますで

しょうか。 

     はい、小林委員御願いします。 

 

○委員（小林和子） 私は、体力が平均を上回った学校が、握力は全部でしょうし、その

ほかいっぱいこういうふうにいい数値が出ているというのは大変喜ばしいことで

いいなと思います。それと同時に、やはりここに至るまで各学校で、今、統括指

導主事のおっしゃったように体力向上推進委員会の取り組みが実ってきているこ

とじゃないかなと思いますし、推進しない学校、そういうふうに旗印を掲げてい

なくても、それぞれの学校で芝生化のこともあったりしていろんな取り組みをし

て子供たちの体力をつけるために各学校で工夫していらっしゃる、そういうこと

が表れてきている成果ではないかなというふうに思います。 

     それと同時に、やはり体力が上がってきているということは、これがやはり健

康な体じゃないと気力、体力って言いますけど、やはり気力とか学習意欲にもつ

ながらないかと思いますので、こういうふうに体力が向上しているということは

先ほど学力調査ではなかなか芳しくまだいかないんですが、いずれこういうこと

が学力につながる、学習意欲や学力につながっていくのではないかというふうに

期待しますので、こういうふうにいい数値が出ていることはとてもよかったなと

思いました。 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、ありがとうございました。 

     本当にそのとおりですね。 

     ほかにはいかがでしょうか。よろしいですか。 

     各学校でいろいろ取り組みをしていただいた成果が出ているんじゃないかなと

いうふうに思います。やっぱりどんなときでも健康な体があることが一番大事だ

と思いますので、このまま続けていただければというふうに思います。 

     ではこの件は終わりたいとおもいます。 

     続きまして、報告事項６ つつじが丘北小学校・つつじが丘南小学校及び拝島

第一小学校・拝島第四小学校統合準備委員会設置要綱について説明をお願いいた

します。 

 

○学校教育部長（丹羽 孝） 報告事項６ つつじが丘北小学校・つつじが丘南小学校及

び拝島第一小学校・拝島第四小学校統合準備委員会設置要綱についてでございま

すが、大変申しわけございませんが、要綱の一部でまだ学校との調整が整ってお

りません。従いまして、次回の教育委員会で報告させていただくとともに要綱が

でき次第、各委員には要綱を送付させていただき御確認をいただきたいと存じま

す。 

なお、10月１日の広報で市民公募委員の募集を行いますので、９月中には要綱

を作成いたしまして御連絡させていただきたいと思っております。今回は、報告

事項に載せながら報告できず大変申しわけございませんでした。 
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○委員長（紅林由紀子） はい、ありがとうございました。 

     今、御説明がありましたように学校との調整が終わらないということで、今月

中にお配りいただけるようですので、そちらを御覧いただければと思います。 

     よろしいでしょうか。ではこの件は終わります。 

     続きまして、報告事項７ アレルギー疾患対応マニュアル（案）について説明

をお願いします。 

 

○指導課長（宇都宮聡） アレルギー疾患対応マニュアル（案）について御説明します。 

     近年、児童生徒における生活環境の変化や、疾病構造の増加に伴いまして、ア

レルギー疾患のある児童生徒が増加しており、昨年には調布市において、アレル

ギー疾患のある児童が給食後アナフィラキシーショックを起こし亡くなるという

痛ましい事故も発生しております。 

     本マニュアルは、アレルギー疾患のある児童生徒を把握し、学校における児童

生徒への教職員の対応について、マニュアル策定委員会を設定し、まとめたもの

になります。 

目次を御覧ください。本マニュアルは大きく分けて、アレルギーについての総

論、それから、食物アレルギー以外のアレルギー疾患への具体的な対応、食物ア

レルギーへの具体的な対応の３部で構成されております。 

     24ページをおあけいただけますでしょうか。本マニュアルでは、児童生徒のア

レルギー疾患を把握するために、保護者から学校生活管理指導表の提出を求めて

おります。学校生活管理指導表は、医師の診断に基づき、学校生活の中で特別な

配慮が必要であると認められた児童生徒が提出するものであり、児童生徒の症状

等を把握し学校での取り組みを決定していく根拠となるものであります。 

     12ページをおあけください。学校生活管理指導表の配布、回収につきましては

そこに示させていただいておるフローチャートのとおりでございます。新小学校

１年生については就学時健康診断時に、在校生については２月ごろ配布し回収す

ることとしています。新中学校１年生については、小学校にて回収し入学予定の

中学校へ引き継ぎます。 

     食物アレルギーのある児童生徒の学校給食への対応につきましても、この生活

管理指導表に基づき対応することとなります。なお、校長会、副校長会、養護教

諭部会に説明を行い、10月の初旬に全教職員に配布し各校で研修を行い、アレル

ギー疾患に関する安全管理を徹底してまいりたいと考えております。 

     以上、御報告させていただきます。 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、ありがとうございました。 

     説明が終わりました。ただいまの事項につきまして何か御質問や御意見ござい

ますでしょうか。 

 

○委員（小林和子） 学校給食での食物アレルギーへの具体的な対応という 15ページです

か、あるんですが、一部弁当対応とか完全弁当対応っていうお子さんがいらっし

ゃるのですが、現在どのぐらいのお子さんがいらっしゃるのでしょうか。 
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○学校給食課長（沖倉正樹） 完全にお弁当だけでお昼をすませていただいている方が、

小学校で男女３人ずつ６人、中学校で男性２人だけということで、合計で８人と

いうことになります。 

     普通の給食と、ご自宅からお持ちになったお弁当と併用されている方が、小学

校で男５人、女６人、中学校はなしということで、合計で 11人ということでござ

います。 

     それからアレルギー対応給食と、それからお弁当の併用ということになります

と、小学校で男女３人ずつ、中学校で男１人ということで、合計で７人というこ

とでございます。 

 

○委員（小林和子） ありがとうございました。 

     この数字が多いか少ないかわかりませんけれど、それぞれ学校で給食のほうで

いろいろ御苦労がおありかなとおもいますがよろしくお願いします。 

 

○委員長（紅林由紀子） ほかには何かございますでしょうか。 

 

○委員（寺村豊通） 20ページに、エピペンの自己注射のことが書いてありますけれども、

エピペンは本人もしくは保護者が注射することが原則ですが、アナフィラキシー

の進行は急速で、場合によっては児童生徒が自分でできないときには教職員がす

るっていうふうに書いてありますけれども、教職員がする場合も模擬テスト用の

ようなもので、どういうふうにするのか実際にやってみたりすることも結構大事

なので、そういうことはどうなんでしょうかね。 

 

○指導課長（宇都宮聡） トレーナーキットを使って、夏期休業中に全教職員がトレーナ

ーキットではやっております。実際のものではやっていません。いわゆる調布市

みたいに慈恵医大さんにいって実際に打つ訓練をするというのはしておりません。 

 

○委員（寺村豊通） でも模擬テスト用はないにしてもこんな形でできるというのがわか

れば全然違うと思います。 

 

○委員長（紅林由紀子） ほかには何かございますでしょうか。 

     今、保護者向けの調査回答表を拝見しているんですけれども、今まで私の記憶

では小学校では、「何かアレルギーがありますか」みたいな感じで書き込み式だっ

たように思うんですけども、これは気管支ぜんそくっていう、いろいろ５つのア

レルギー疾患について「はい」、「いいえ」というふうに書くような形になってい

ますが、結構、すみません、例えば花粉症であるとか、猫アレルギーであるとか

そういうふうな把握をしているケースがあるかなというふうに思いまして、例え

ば、猫アレルギーによって気管支炎になったり目が赤くなったり鼻水が出たりみ

たいなそういった症状が出るというような、花粉症でも、鼻水も出るけど目が赤

くなるみたいなそんな感じのように何となく思うんですけれども、もちろん専門

的にではないので、それはあくまでも素人的な感覚ではそういう感じなんですが、

そういった場合に、ちょっともちろん気管支ぜんそく、アトピー性皮膚炎、結膜
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炎、食物アレルギー、アレルギー性鼻炎っていう、そういうぜんそくとかアトピ

ー性皮膚炎とか食物アレルギーというのは、それで「はい」がつくと思うんです

けれども、その辺のそういったとらえ方でいる保護者には、何かその目安みたい

な、こういった場合はこういうふうに書いてくださいみたいな、そういったこと

はわかるような形になるんでしょうか。 

 

○指導課長（宇都宮聡） あくまで先ほども御説明申し上げましたように、学校生活管理

指導表というのは医師が書くもので、この５アレルギーに対して学校として配慮

しなければならない事項がある場合には医師が書いてくるものであって、今おっ

しゃった部分については、その中に書かれている例で、ちょうどその同じページ

にも書いてありますけれど、参考としてアレルギー疾患と関連の深い学校での活

動というのが書いてあって、そこの例えばおっしゃっていた動物との接触を伴う

活動の部分で、丸がついている部分については特別な配慮が必要な場合には、こ

れは管理指導表を書いていただいてくださいということになるわけです。それで、

今、目が赤くなっちゃう、要するに管理指導をしなければならない部分でいいも

のについては健康調査表というのを委員長もお書きいただいたと思うんですけれ

ども、アレルギーの部分で書くものがあるんです、毎年書いて６年間使うものが

あるんですが、今それを改訂して、そういったものを保護者の方に一回４月にお

返しした時に詳しく書き込めるような形のものに、今改訂をしております。です

ので、普段の要するに管理指導表を書いてもらう間でもなく、ないんだけれども

配慮してほしいよというものがあれば、そこで書いていただくということで４番

の項目を設けているところです。「アレルギー疾患による学校生活での特別な配慮

は必要ありませんが、アレルギーに関する情報提供は健康の記録に記載しお知ら

せします。健康の記録は学校で配布されます」という欄にチェックをしていただ

ければ、今のことについては学校としては配慮できるということになります。 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、よくわかりました。どうもありがとうございました。 

     ほかには何かございますでしょうか。よろしいですか。 

     それでは、細かい問題をつくっていただいてありがとうございました。 

     続きまして、報告事項８ 市民スポーツ・レクリエーションフェスティバル

2013の開催について説明をお願いします。 

 

○スポーツ振興課長（石川千尋） それでは、市民スポーツ・レクリエーションフェステ

ィバル 2013について御報告させていただきます。 

     開催日は、例年と同じように体育の日でございます。お手元にございますよう

に総合スポーツセンターを中心に行います。広報ホームページ、あるいはチラシ

を配りましてＰＲに努めていきたいなとこのように考えています。 

なお、例年、体育協会、あるいはスポーツ推進委員の協力をいただきまして陸

上競技場あるいは野球市民球場で催し物をしておりましたが、今回につきまして

はスポーツ祭東京で、そういったほうで動員がかかっておりますので協力はむず

かしいということで、本年は屋外での催し、陸上競技や野球場の催しもございま

すのでよろしくお願いいたします。 
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○委員長（紅林由紀子） はい、わかりました。 

     ただいまの報告につきまして、何か御意見や御質問ございますでしょうか。 

     例年のものと少しそういう意味では縮小という形になるわけですね、スポーツ

祭東京との兼ね合いがあり一部縮小して行うということでございます。 

     ではこの件は終わりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

     続きまして、報告事項９ 昭島市民図書館分館等運営業務委託業者選定審査委

員会要綱について説明をお願いします。 

 

○市民図書館長（太田 勇） 報告事項９ 昭島市民図書館分館等運営業務委託業者選定

審査委員会要綱について、その内容について御説明させていただきます。 

     昭島市民図書館分館等運営業務に係る委託契約の相手方の業者を企画提案型競

争方式により選定するため、昭島市民図書館分館等運営業務委託業者選定審査委

員会を設置いたすものでございます。 

第２条の所掌事項で、業者の選定にあたって競争に参加するものから提示され

る業務提案の内容を審査し、その結果を昭島市指名業者選定等委員会に報告する

こととしております。第３条の組織では、委員長、副委員長及び５人の委員をも

って組織すること、委員には企画政策室長、庶務課長、社会教育課長、契約管財

課契約係長、整理係長、貸出係長をあてることとしております。第４条以降で委

員の任期、委員長及び副委員長の職務、会議、守秘義務について規定しておりま

す。第８条で委員会の庶務について規定しております。第９条で委員会の運営に

ついて必要な事項は別に定めるとしております。また、附則で、この要綱の実施

日を本日としております。 

     以上、簡略な説明でございますがよろしくお願いいたします。 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、ありがとうございました。 

     昭島市民図書館分館等運営業務委託業者選定審査委員会要綱ということでござ

いますが。 

 

○市民図書館長（太田 勇） 委員の中に、契約管財課契約係長が入っております。４番

目にそのものが入っておりまして、大変申しわけございません。それで委員が６

人になります。先程、説明時には６人を読み上げましたが申し訳ございません。 

     委員は企画政策室長、学校教育部庶務課長、生涯学習部社会教育課長、総務部

契約管財課契約係長、整理係長と貸出係長の６名でございます。 

 

○委員長（紅林由紀子） そうすると、第３条の委員５人というのは６人ということにな

りますか。 

 

○市民図書館長（太田 勇） そのとおりでございます。 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、わかりました。 

     それでは第３条は、委員長、副委員長及び委員６人ということで訂正をお願い

します。そして委員はここに記してあります５人のほかに、総務部契約管財課契
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約係長をもう一人加えるということで訂正をお願いいたします。 

     この件につきましてほかに何かございますでしょうか。分館についてもう既に

委託はされていると思うんですけれども、もう既に委託されていらっしゃいます

よね。 

 

○市民図書館長（太田 勇） 平成 23年度から３年間の契約を締結しております。３年間

の契約が来年の３月 31日で終了しますので、その後の５年間の契約を締結いたす

ために、また、その契約方法にプロポーザル方式を予定しておりますので、その

提案内容を審査する委員会でございます。 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、わかりました。 

     ということでございます。来年４月以降の業者を選定するための委員会要綱と

いうことでよろしいですね。 

     それではこの件は終わりたいと思います。 

     続きまして、報告事項 10 昭島市民会館ネーミングライツ・パートナーの募集

について説明をお願いいたします。 

 

○市民会館・公民館長（辻 みえ子） 昭島市民会館ネーミングライツ・パートナー募集

について概要を御説明いたします。 

     恐れ入りますが、お手元の資料を御覧いただきたいと存じます。 

     主に、スポーツ施設や文化施設などの公共施設に企業名等の愛称をつけるネー

ミングライツ、施設命名権をその企業等に付与するかわりに、ネーミングライツ

の付与を受ける企業等であるネーミングライツ・パートナーからその対価を得て、

市として新たな財源を確保し、施設の適切な管理運営を行うとともに施設の魅力

を高め地域活性化につなげる観点から、本市においては平成 25年度市政運営の基

本方針の中で、ネーミングライツなど新たな歳入確保策の積極的な検討を進める

ことといたしております。 

     先月、策定されました昭島市ネーミングライツの付与に関する指針に基づき、

９月５日に開催されました第１回昭島市ネーミングライツ検討委員会において、

本市でネーミングライツを導入するにあたり、今回昭島市民会館を対象施設とす

ることに決定いたしました。お手元の資料のとおり、募集金額、年額 250万円以

上、募集期間５年以上、これはそれぞれ提案金額、提案期間ということになりま

す。募集方法は公募とし、募集要項を作成し公表してまいります。今後導入に向

け準備を進めてまいりますのでよろしくお願いいたします。 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、ありがとうございました。 

     昭島市民会館のネーミングライツ・パートナーの募集ということで、ネーミン

グライツという、昔はなかったような、そういう時代なんだなというふうに思い

ますけれども、歳入の確保のためにこういうことをするということでございます。 

     この件につきまして、何か御質問や御意見などございますでしょうか。 

     よろしいですか。どういった名前になるのか楽しみなところでございます。よ

ろしくお願いいたします。 
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     報告事項 11 昭島市民文化祭の開催についてお願いします。 

 

○市民会館・公民館長（辻 みえ子） 市民文化祭について御報告申し上げます。 

     市民文化祭は、市内で文化活動をされている団体や個人が、日ごろの活動の成

果を発表する場として、また市民相互の交流を図る機会として毎年開催している

ものでございます。 

本年度の市民文化祭は演奏演芸 12部門、展示 13部門、そして囲碁将棋、茶会

など３部門を合わせ、28部門 77団体が参加し、10月 12日から 11月３日まで、

主に土日を中心に開催いたします。各部門の内容や日程などの詳細につきまして

はお手元の行事日程表のとおりでございますが、ぜひ多くの皆様においでいただ

きたいと思います。 

また、10 月 11 日にはその開会式にあたるオープニングフェスタを開催いたし

ます。既に教育委員の皆様には案内状をお送りさせていただいておりますが、ぜ

ひ御参加いただきたくよろしくお願い申しあげます。 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、ありがとうございました。 

     昭島市民文化祭の開催についてでございました。何かございますでしょうか。 

     ぜひ会期中は足をお運びいただければと思います。どうぞよろしくお願いいた

します。 

     それでは、以上で報告事項１から 11 までの説明が終わりました。報告事項 12

から 21については資料配付のみとなっておりますが、事務局への質問などござい

ましたらお願いいたします。 

12の「未来をひらく」発表会の実施報告についてですけれども、列席させてい

ただきましたけれども非常にいい発表会で、多くの方に御来場いただき大変よか

ったなというふうに思います。どうも実施、御苦労様でございました。 

     ほかには何かございますでしょうか。 

     14の陶芸室整備事業及び整備ということでございますけれども、これはほかに

こういった市立会館で陶芸室がある所はあるんでしょうか。 

 

○社会教育課長（片岡国幹） 市立会館 11館の中で、陶芸の設備を持った所はございませ

ん。今回の整備につきましても福島会館の中の陶芸室ということではなく、こち

らにありますように保健福祉部が所管ということで、敷地の一部に高齢者用の陶

芸室を設置するということであります。 

 

○委員長（紅林由紀子） そうしますと、それを市民の団体が借りたりとかそういうこと

はできないということですか。 

 

○社会教育課長（片岡国幹） 現在も松原の高齢者センターには同様の施設がございまし

て、こちらについて市内の高齢者向けの施設ですので、年齢的な条件を備えた方

に管理をしていただきながら利用している状況でございます。使用している団体

も増えておりますので、その団体等で同様に今一カ所のところを二カ所で使って

いくという形になろうかと思います。 
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○委員長（紅林由紀子） はい、わかりました。そうすると、どちらかというと高齢者向

けの施設ということでよろしいですね。 

 

○社会教育課長（片岡国幹） はい。 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、わかりました。 

ほかには何かございますでしょうか。よろしいですか。 

いよいよスポーツ祭東京 2013 も開催間近ということでどうぞよろしくお願い

します。大変ですけれど。 

ではないようですので、続きまして、その他の事項につきまして事務局から何

かございますでしょうか。 

よろしいですか。 

それでは最後に、次回の教育委員会日程についてお願いいたします。 

 

○庶務課長（栁 雅司） 次回の教育委員会定例会の日程でございますが、10 月 17 日木

曜日、午後２時 30分から、場所は市役所 301会議室でございます。この日は先ほ

ど報告いたしましたが、午前中に学校訪問を予定しておりますので、あわせてよ

ろしくお願いいたします。 

 

○委員長（紅林由紀子） はい、ありがとうございました。 

     次回は 10月 17日ということでございます。よろしくお願いいたします。 

     それではよろしいですか。以上をもちまして、大変時間が長くなってしまいま

したけれども、本日の日程はすべて終了いたしましたので、第９回定例会を閉会

いたします。大変お疲れさまでございました。 
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